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議会運営委員会 

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ 日 （ 水 ）

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開  会

○仲委員長  皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、令和４年第１回臨時会に伴う議会運営委員会を開催いたします。 

 まずは、市長から挨拶があります。 

○加藤市長  おはようございます。 

 本日は、令和４年第１回臨時会のための議会運営委員会を開催していただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 まず、本題に入ります前に、委員の皆様に１件報告をさせていただきたいと存じ

ます。 

 既に御存じのこととは思いますが、本市の代表監査委員である福本和行様が、先

月２６日に急逝いたしました。福本様につきましては、平成３１年３月より、財務

管理及び事業の経営管理、その他、行政運営に関して優れた識見を有する者として、

本市の監査に御尽力を賜っていただいておりました。誠に急で思いもかけないこと

で残念でなりません。ここに謹んで御冥福をお祈り申し上げます。 

 それでは、本臨時会に上程いたします議案についてでございますが、議案第１号、

令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の議決についてと、議案第２号、

第７次尾鷲市総合計画の基本構想及び基本計画についての議案２件と、報告第１号

及び報告第２号の専決処分事項の承認についての報告２件でございます。 

 これら提出議案の詳細につきましては、総務課長より説明いたさせます。よろし

く御審査賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○仲委員長  どうもありがとうございます。 

 それでは、提出議案について、総務課長から説明をお願いします。 

○竹平総務課長  それでは、今回提案しております議案について御説明をさせて

いただきます。 

 通知をさせていただきます。議案書の１ページを御覧ください。 

 議案第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の議決についてで

ございます。こちらにつきましては、お手元に配付の一般会計補正予算書（第１５

号）及び予算説明書の１ページをお願いいたします。 
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 通知をさせていただきます。 

 今回の補正予算計上額は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ２,９９０万９,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１４億３,０８７万２,０００円とす

るものでございます。 

 まず、歳入について御説明をいたします。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。通知します。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担金２,０４２万２,００

０円の増額は、新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金でございます。１５款

県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金４９５万２,０００円の増額は、新

型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業補助金でございます。１８款繰

入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金４５３万５,０００円の増額は、

今回の補正財源として繰り入れるものでございます。 

 次に、歳出について、次ページを御覧ください。 

 ４款衛生費、１項保健費、２目予防費、感染症予防対策事業２,５３７万４,００

０円の増額は、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に係るもので、主なもの

として、中段の予防接種委託料４７７万７,０００円、一番下に記載の補助金、新

型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業補助金４９５万２,０００円の

ほか、職員の時間外勤務手当や需用費、通信運搬費等の必要経費を計上させていた

だいております。 

 次ページ、１２ページを御覧ください。 

 ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、商工振興事業４５３万５,０００円

の増額は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業として、尾鷲よ

いとこスタンプ会補助金４３万５,０００円の増額、尾鷲市酒類販売事業者等支援

金１６０万円及び尾鷲市地域経済応援支援金（１０月分）として２５０万円を追加

するものでございます。 

 次に、議案書に戻りまして、２ページを御覧ください。通知をさせていただきま

す。 

 議案第２号、第７次尾鷲市総合計画の基本構想及び基本計画についてでございま

すが、第７次尾鷲市総合計画の基本構想及び基本計画を別冊のとおり策定いたした

く、尾鷲市議会基本条例第９条第１号の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 次に、議案書３ページ及び５ページにつきましては、報告第１号、報告第２号の
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専決処分事項の承認についてであり、いずれも地方自治法第１７９条第１項の規定

により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求めるも

のでございます。 

 内容といたしまして、令和３年１２月１７日専決、令和３年度尾鷲市一般会計補

正予算書（第１３号）及び予算説明書の１ページを御覧ください。通知をさせてい

ただきます。 

 第１条において、既定の歳入歳出にそれぞれ１億円追加し、歳入歳出の予算の総

額を１０９億９,５８６万円としております。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。通知をさせていただきます。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯等への支援として、子育て世帯等臨

時特別支援事業費補助金１億円の増額でございます。 

 次ページを御覧ください。 

 歳出でございますが、３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、子育て世

帯等臨時特別支援事業１億円の増額は、子供・子育て世帯への支援として、児童を

養育している者の年収が９６０万円以上の世帯を除き、零歳から１８歳までの子供

１人当たり５万円を支給する先行給付金に加え、今春の卒業、入学、進学期に向け

た支援分５万円も合わせて、令和３年中に支給開始するため、先行給付金１億円を

減額し、子育て世帯への臨時特別給付金を２億円としております。なお、２月１日

現在の支給状況は１,７３０件、約９６％の世帯に支給しております。 

 続きまして、令和４年１月１２日専決、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算書

（第１４号）及び予算説明書の１ページを御覧ください。通知をさせていただきま

す。 

 第１条において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ４億５１０万３,０００円を追

加し、歳入歳出の予算の総額を１１４億９６万３,０００円としております。 

 １０ページ、１１ページを御覧ください。通知をさせていただきます。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響が長期化する中、生活、暮らしへの支援として、子育て世帯等臨

時特別支援事業費補助金４億円と、子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金５１０

万３,０００円の増額でございます。 

 次ページを御覧ください。 

 歳出でございますが、３款民生費、１項社会福祉費、９目生活困窮者自立支援事
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業費、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業４億５１０万３,０００円の増額は、

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、

速やかに生活、暮らしの支援を受けられることが重要であるため、住民税非課税世

帯等に対して、１世帯当たり１０万円の現金を支給するため、住民税非課税世帯等

に対する臨時特別給付金４億円と、それに伴う事務費として、主に通信運搬費９３

万６,０００円、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金システム改修委託料

２９７万円でございます。なお、給付金に係る対象者への通知は、今月７日発送予

定としており、第１回目支給は２月下旬を予定しております。その後、順次支給を

してまいります。 

 ５ページにお戻りください。通知をさせていただきます。 

 第２表繰越明許費、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業は、申請期限を令和

４年９月３０日としているため、繰越事業として実施するものでございます。 

 以上をもちまして、提出議案等の説明とさせていただきます。 

○仲委員長  以上が提出議案の説明でございます。提出議案について、何か御質

問がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○仲委員長  なしということで了解しました。 

 続きまして、会期及び議事日程について。 

○高芝議会事務局長  それでは、会期及び議事日程（案）について説明させてい

ただきます。 

 まず会期は、２月４日金曜日、１日の予定でございます。 

 次に、会議は午前１０時開会とさせていただいております。 

 審議の内容でございますが、会議録署名議員指名、会期決定の後、議案上程、提

案説明、質疑、委員会付託。これは、つい先ほど執行部より説明がありました議案

第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の議決について及び議案

第２号、第７次尾鷲市総合計画の基本構想及び基本計画についての２議案について

でございます。 

 委員会付託の後、本会議を暫時休憩し、第二・第三委員会室において行政常任委

員会を開催していただき、付託議案の審査を行っていただきます。 

 委員会終了後、本会議を再開し、審査結果等の委員長報告、委員長報告に対する

質疑、討論、採決を行っていただきます。 

 次に、報告、質疑、討論、採決。これは、報告第１号、専決処分事項の承認につ
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いて、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１３号）及び報告第２号、専決処分

事項の承認について、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１４号）の報告２件

についてでございます。 

 なお、議案質疑発言通告書及び討論発言通告書の提出期限につきましては、２月

３日木曜日午前１１時までとさせていただいております。 

 また、ただいま議案付託表案のほうを通知させていただきましたので、御確認い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○仲委員長  会期及び議事日程は以上報告のとおりでございますが、何か質問ご

ざいますか。異議ありますか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○仲委員長  分かりました。 

 続きまして、説明員の出席について、総務課長、お願いします。 

○竹平総務課長  説明員の出席についてでございますが、まず三役、財政課長、

政策調整課長、福祉保健課長、商工観光課長、そして総務課長、以上でさせていた

だきたいと考えております。 

○仲委員長  以上で議会運営委員会の事項全て終了しました。これで議会運営委

員会を終了いたします。ありがとうございました。 

（午前１０時１３分 閉会） 


